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令和元年６月に道の駅整備検討委員会を立ち上げて以来、「地域を活性化し
たい」との熱い思いで、様々な検討を経て、ようやく本年９月１日に道の駅整備に
関する「基本構想」、「基本計画」を策定しました。
今後、令和７年のオープンに向けて、効率的で効果的且つ、町民の皆様が誇
りと歓びを持てる道の駅にするため、創意工夫を凝らして道の駅整備に邁進し
てまいります。
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道の駅が動き出す！
遂に完成 「基本構想」 「基本計画」

コンセプト
「石川町の強みを活かした賑わいの場づくり」

ゲートウェイとしての場
（来訪者を町内の観光資源に誘導）

交流の場
（交流人口の増加）

魅力情報発信の場
（地域・観光情報等発信）

産業振興の場
（所得向上・雇用創出）

※図はイメージです



本町で整備する「道の駅」の主な特徴

【編集後記】
今後も引き続き、本通信を通じて事業の進捗状況等を発信してまいります。御意見、御質問等
がありましたら、役場農政課道の駅準備室までお寄せください。よろしくお願いいたします。

●民間事業者による運営

道の駅等の運営に実績のある民間事業者に運営を委託します。
これにより、民間事業者のビジネスノウハウを導入し、町が赤字補填

しない独立採算での運営を実現します。

●運営予定者先行決定方式

運営予定者を先行決定し、設計段階から町と運営予定者が連携しな
がら施設を整備する方式です。
これにより、安心安全で機能性に優れた利用しやすい施設の整備

が可能となります。

●整備事業費の上限額設定

町が支出する整備事業費の上限額は、民間事業者からの納付金を
逆算したうえで、約３．７５億円としております。
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道の駅

・ビジネスノウハウ導入
・赤字補填なしの運営

運営委託

納付金（30年間）
約3.75億円

●納付金制度の導入

運営事業者が売上の一部を町へ納付する納付金制度を導入します。
これにより、道の駅整備コストを回収します。(年間1,250万円を想定)

事業費

（町負担上限額）
約3.75億円


